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参 考 健康福祉に関する主な国の施策の動向 

 
 

１．社会保障と税の一体改革 

○ 少子高齢化が進行し、社会保障費が急増する中、社会保障の充実・安定化と、そ

のための安定財源確保と財政健全化の目的達成をめざす社会保障と税の一体改革が

進められています。 

平成 24（2012）年 8 月に成立した「社会保障改革推進法」に基づき有識者による

社会保障制度改革国民会議が設置され、平成 25（2013）年 8 月に報告書が取りまと

められました。その報告書等を踏まえて、社会保障制度改革の全体像･進め方を明示

するものとして、平成 25（2013）年 12月に「持続可能な社会保障制度の確立を図る

ための改革の推進に関する法律（プログラム法）」が成立しました。 

 

 ○ プログラム法では、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を

図るため、子ども･子育て支援、医療・介護、公的年金制度の改革について、改革の

検討項目や改革の実施時期、法律案の提出時期の目途等が示されました。各分野に

おいて、プログラム法の規定等を踏まえ、改革が推進されています。 

 

２．子ども・子育て支援に関する動き 

○ 平成 24（2012）年 8月に子育てをめぐる様々な課題の解決に向け、子ども子育て

関連 3法「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「児童福祉法

の一部改正等関係法律の整備法」が成立し、平成 27（2015）年度から「子ども・子

育て支援新制度」がスタートしました。 

 

○ 新制度では、幼児教育･保育の質･量の充実や、保護者の働き方や地域ニーズに応

じた保育の提供等を図ることとされ、具体的には、幼稚園と保育園の良さを併せ持

つ認定こども園の改善・普及、小規模保育や家庭的保育（保育ママ）などの充実、

親子同士の交流や相談の場（地域子育て支援拠点）や放課後児童クラブの充実など、

保護者が働いているかいないかにかかわらず、すべての子どもが一緒に幼児教育や

保育が受けられ、地域の実情に応じて保育の場を確保することとされています。 

 

３．医療･介護サービスの提供体制に関する動き 

○ プログラム法に基づく措置として、質が高く効率的な医療提供体制や地域包括ケ

アシステムを構築し、高度急性期から在宅医療･介護サービスまでの一連の医療･介

護サービスを一体的･総合的に確保するため、平成 26（2014）年 6月に「地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（医療介護総合確保推進法）」が成立し、医療法、介護保険法等の関係法律の改正が

行われました。 
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○ 地域包括ケアシステムの構築や地域医療構想の実現を図るため、消費税増収分を

活用した「地域医療介護総合確保基金」を各都道府県に設置し、都道府県が作成す

る計画に基づき各事業を実施することとされています。 

 

４．障害者施策に関する動き 

○ 平成 23（2011）年 7月に「障害者基本法」の改正、平成 24（2012）年 10月に「障

害者虐待防止法」の施行、平成 25（2013）年 4月には、全ての国民が障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が制定されるな

ど、障害のある人の権利擁護に関する国内法の整備が進められ、平成 26（2014）年

1月に障害者権利条約が締結されました。 

 

○ また、平成 25（2013）年 4月には、障害者自立支援法の障害者の範囲の見直しを

行う等の改正が行われ、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（障害者総合支援法）」として施行され、障害者の定義に難病患者等を追加し、

障害福祉サービス等が利用できることとなりました。 

また、法施行後 3年（平成 28（2016）年 4月）を目途とした見直しに向けて、社

会保障審議会障害者部会において、障害当事者や関係者の意見を伺いながら検討が

進められ、平成 27（2015）年 12月に報告書がまとめられました。今後、本報告書に

基づき、関係法律の改正や平成 30年度に予定されている障害福祉サービスの次期報

酬改定等に向けて、具体的な改正内容について検討を進め、財源を確保しつつその

実現を図ることとされています。 

 

５．認知症施策に関する動き 

○ 認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らし

く暮らし続けることができる社会の実現をめざし、平成 27（2015）年 1月に「認知

症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」が策定されました。 

  

○ このプランでは、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進していくため、認

知症への理解を深めるための普及・啓発や、認知症の容態に応じた適時・適切な医

療・介護等の提供など、７つの柱に沿って施策を総合的に推進していくこととされ

ています。 

 

６．健康づくりに関する動き 

○ 少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、

子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ラ
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イフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。）

に応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保

障制度が持続可能なものとなるよう、平成 24（2012）年 7月に第 4次国民健康づく

り対策として、「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本２１（第

二次））」が発表されました。 

 

○ この方針では、新たな健康課題や社会背景を踏まえ、健康の増進に関する基本的

な方向性として、健康寿命の延伸と健康格差の縮小、生活習慣病の発症予防と重症

化予防の徹底などが打ち出されています。 

 

７．生活困窮者自立支援制度について 

○ 社会経済の構造的な変化等による生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い

層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の生活困窮者への支援（第二のセーフティーネ

ット）を抜本的に強化するために、平成 27（2015）年 4月に「生活困窮者自立支援法」

が施行され、「生活困窮者自立支援制度」が創設されました。 

 

○ この制度は、ホームレスやホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある

者も含む生活困窮者を対象に、本人がめざす段階に応じた自立を図るため、包括的か

つ継続的な相談支援を行う「自立相談支援事業」や、離職により住居を失うおそれの

ある者等に対し家賃相当額の給付を行う「住居確保給付金」などの各種支援を実施す

るほか、地域のネットワークを構築し､生活困窮者の早期発見や包括的な支援につな

げることをめざしています。 

 

８．新たな福祉サービスのシステムについて 

○ 家族や地域社会の変容等に伴い、複雑化する支援ニーズへの対応や、人口減少社

会における福祉人材の確保と効率的なサービス提供などの課題に対応していくため、

平成 27（2015）年 9月に厚生労働省のプロジェクトチームが「誰もが支え合う地域の

構築に向けた福祉サービスの実現 －新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－」

を策定しました。 

 

○ このビジョンでは、これまで取り組んできた高齢者施策における地域包括ケアシ

ステムなどを着実に進めつつ、こうした支援の包括化や地域連携、ネットワークづ

くりをさらに拡大し、多様なニーズを掬い取る「全世代・全対象型地域包括支援体

制」の構築をめざしていく方向性が示されました。今後はこのビジョンをもとに、

国において工程表を作成し、横断的な推進体制を構築するなど、総合的に施策が推

進される予定です。 


